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ときがわ町高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の基本指針について 

 

１．計画策定の基本方針 

 介護保険制度は、超高齢化社会における介護問題の解決を図るため、要介護者等を社

会全体で支援する仕組みとして創設され、１７年が経過した今では、介護が必要な高齢

者の生活の支えとして定着しています。 

今回の計画策定にあたっては、いわゆる団塊世代すべてが７５歳以上となる２０２５

年（平成３７年）を見据え、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能

な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能と

するよう「医療」「介護」「介護予防」「住まい」「自立した日常生活の支援」が包括的に

確保される『地域包括ケアシステム』を深化・推進していくことが重要となります。 

このため、保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組みの推進、

介護と医療の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進、現役世代並み所

得者の利用負担割合の見直し及び介護納付金における総報酬割の導入など介護保険制

度が改正されました。 

このことを踏まえ、２０２５年（平成３７年）における目標を示すとともに、今後の

介護需要やそのために必要な保険料水準などを推計し、介護サービスを提供できる体制

の確保及び地域包括支援センターで実施している地域支援事業が計画的に実施できる

よう計画を策定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．計画の位置づけ 

 高齢者福祉計画と介護保険事業計画は、高齢者の生活を支える計画として、第二次と

きがわ町総合振興計画等、高齢者の福祉に関する事項を定めるものと調和を保ちながら

一体的に策定されなければならないものです。 

 

【高 齢 者 福 祉 計 画】 老人福祉法第２０条の８の規定に基づく計画で、老人福祉事業 

          の供給体制の確保に関する計画です。 

 

【介護保険事業計画】 介護保険法第１１７条の規定に基づく計画で、介護保険事業に 

係る保険給付が円滑に実施できるよう３年を１期として策定する 

計画です。 

 

３．計画の期間 

 計画の期間は平成３０年度（２０１８年）から平成３２年度（２０２０年）までの３

ヶ年とします。 

 

 

 

 

 

 
団塊の世代が 65 歳                  75 歳以上が急増    団塊の世代が 75 歳  

し始める 

（毎年約 100 名増加する） 

 

４．計画策定のスケジュール（概要） 

月 内  容 備   考 

８月 25 日 第１回策定委員会 

・計画の基本方針 

・ニーズ調査、在宅介護実態調査結果報告 

・介護保険事業等の状況報告 

９月    

10 月 中旬 第２回策定委員会 

・各種事業の実施状況報告 

・サービス見込量の検討 

・計画案の検討 

11 月    

12 月 中旬 第３回策定委員会 

・サービス見込量の検討 

・保険料算定案の検討 

・計画案の検討 

１月 
中旬 パブリックコメント ・パブリックコメント実施 

下旬 計画書の配布 ・策定委員へ配布し、最終確認 

２月 下旬 全員協議会 ・３月議会にかかる全員協議会へ提出 

３月 
上旬 介護保険条例改正 ・保険料率の改正 

中旬 印刷 ・自庁印刷（約２００部） 

※作業の進捗状況により、内容は変更します。 


